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船舶事故調査報告書 

 

                               平成２４年５月３１日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                           委   員  横 山 鐡 男（部会長） 

                           委   員  庄 司 邦 昭 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗揚 

発生日時 平成２３年９月２３日 ００時４０分ごろ 

発生場所 関門海峡西口の福岡県北九州市馬
うま

島南方沖 

 北九州市所在の馬島港西防波堤灯台から真方位１１２°２００ｍ付近 

（概位 北緯３３°５７.８′ 東経１３０°５１.４′） 

事故調査の経過  平成２３年１０月１９日、本事故の調査を担当する主管調査官（門司事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

貨物船 東進
とうしん

丸、４９７トン 

 １３４００９、共栄汽船株式会社 

 ７５.４９ｍ×１２.００ｍ×７.００ｍ、鋼 

 ディーゼル機関、７３５kＷ、平成５年７月 

 乗組員等に関する情報 次席一等航海士 男性 ６４歳 

一級海技士（航海） 

   免  許  年  月  日 昭和６２年４月３日 

   免 状 交 付 年 月 日 平成２１年３月６日 

   免状有効期間満了日 平成２６年５月１２日 

 死傷者等 なし 

 損傷 船底キールに凹損及び擦過傷 

 事故の経過 

 

本船は、船長及び次席一等航海士ほか２人が乗り組み、長崎県松浦市松

浦港で石膏約１,０２６ｔを積載して出港し、船首約３.０９ｍ、船尾約４.

３１ｍの喫水で福岡県苅田町苅田港に向けて航行した。 

次席一等航海士は、単独の船橋当直に就き、船橋のドアを開け放った

上、２台のレーダーを作動させ、ソファや椅子を置いていなかったので立

った姿勢で当直を行い、北九州市 藍
あいの

島南方沖を関門港の関門第二航路に

向けて約０９５～１００°の真針路及び約１１ノットの対地速力で東進

中、考え事をしていて予定変針場所を通過したことに気付かず、針路及び

速力を保持して東進を続け、平成２３年９月２３日００時４０分ごろ関門

第二航路北口付近の馬島と北九州市和合
わ ご

良
ら

島の間の浅瀬に乗り揚げた。 

本船は、タグボートにより引き下ろされたのち、関門港若松区安瀬
あんせ

泊地

に投錨し、潜水夫による船底調査で航行に支障がないことが確認できたの

で、目的地に向けて航海を続けた。 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南西、風力 １、視界 良好 

海象：潮汐 上げ潮の中央期 
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 その他の事項 本船のレーダーは、２台作動中であったが、画面の直径が約２５㎝であ

り、ＳＴＣ及びＦＴＣの調整が良く効かなかった。 

次席一等航海士は、夜間に関門海峡を通航した経験が約３回あった。 

次席一等航海士は、家庭の悩みや自分の健康で特に悩んでいることはな

かった。 

次席一等航海士は、見張りを適切に行っていれば乗り揚げることはな

く、自分の気持ちのたるみが乗揚の原因であったと述べた。 

本船は、居眠り防止装置がなかった。 

分析 乗組員等の関与 

船体・機関等の関与 

気象・海象の関与 

判明した事項の解析 

あり 

なし 

なし 

本船は、藍島南方沖を関門港の関門第二航路に

向けて東進中、次席一等航海士が、単独で船橋当

直中に考え事をしており、南東方への予定変針場

所を通過したことに気付かずに東進を続けたこと

から、馬島と和合良島の間の浅瀬に乗り揚げたも

のと考えられる。 

原因  本事故は、夜間、本船が、藍島南方沖を関門港の関門第二航路に向けて

東進中、次席一等航海士が、考え事をしていて南東方への予定変針場所を

通過したことに気付かずに東進を続けたため、馬島と和合良島の間の浅瀬

に乗り揚げたことにより発生したものと考えられる。 

参考 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考えられ

る。 

・船橋当直中は、周囲の状況を判断できるように常時適切な見張りを行

うこと。 

・船位の確認を行うこと。 

 




